
(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁民事訟廷事務室

ー

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）

裁判官 1 書記官 ｜ 事務官
1 1

1 1

1

■
Ｉ
Ｐ
Ｆ
邑
邑
ロ
マ

ーＩ

－

1 ． 1

業務内容

事件係事件受付，配てん事務 告
則

記録係執行文付与事務，記録の閲覧謄写申請事務

庶務係郵便事務

庶務係緊急連絡事項の周知事務，職員の登庁状況の
把握事務，録音反訳事務

発生時継続業務以外の業務

第
３

順
位

処理態勢（人）

裁判官 ｜ 書記官 ： 事務官
1 。

！
‐

0

0

［

Ｉ
ｂ
１

1

４

■

■

■

１

日

、

ｄ

・

■
６
口
６
１
■
４
二
■
伊

i 2 1
11
］

１１

－

1

１
』
１

二二二

業務内容

第
１
順
位

事＃
ｰ

一』系期限の定めのある報告事務、

記録係正本，謄本及び証明書の発行事務

庶務係期限の定めのある報告，通知事務

第
２
順
位

事件係統計事務

記録係上訴，移送及び回付に関する記録の処理事務

庶務係民事共助事務

事件係上記以外の事務
I

記録係同

庶務係同



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

〆

部署名； 千葉地裁民事第]42，3，5部

発生時継続業務のうち一般継続業務

『一一一一一一－一宝重宝言一一一一一

蕊制執行
●

竪皇樺古今

停止，
Z蓮-ずZ，

労
事

、 奉癖ドツ菅

働保全，行域の識ｲ丁停止・ I皮の走止"琴，
藩

裁判官

2

処理態勢（人）

書記官

2

I期日変更手続事務 1 2 2

I ． I

2

事務官

当事者対応事務

発生時継続業務以外の業務

第
３
順
位

処理態勢（人）

裁判官

4

ｊ
■
■
１
１
』
１
９
Ⅱ
ｌ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
ｏ
Ｉ
▲
Ｐ
０
Ｒ
８
ｑ
ｐ
■
４
６
６
７
６
１
Ｉ
Ｊ
Ｉ

書記官 事務官
４
－
２ 1

ｳ

；

2 2

！

I I I

’
1
－

ｂ
司
口
０
口
一

I
0

P

業務内容

第
1．

順
位

期日開廷事務
4

4書類等の受付及び発送事務（録音反訳事務を含む）

第
２
順
位

書類等審査事務

上記以外の事務 1 1



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

〆

部署名：千葉地裁民事第4部執行(不動産L債権）

I

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一一一一一一一壺二二言－一一一一
，不判力IF司官q

I執行①（受付事務〔発令，登記，保全，停止，取下] ) I

l l

裁判官

処理態勢（人）

書記官 ｜ 事務官

2－器ト÷
’ ｜

執行②（期日事務〔開札，代金納付，登記，配当〕 ）

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

処理態勢（人）

裁判官 書記官 I 事務官
1 2 1

岬

i l l

｜
I

｜

I

，
。
‐
’
。

業務内容

第
１
順
位

執行（①，②以外）

第
２
順
位
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁民事第4部(倒産。保全・DV)
。■－－－－ー丙 ＝ ■一 一一一一一q』■ ■

＝ ■必L弔吟七 二空0 .＝司今一 一屯 ＝竺 町＝一一一一一一
－一一一■ーbニーー ．＝一一

１
１発生時継続業務のうち一般継続業務

－d＝詞一一五 夕 司 ｡Fﾏ －－弓一

処理態勢（人）

裁判官’書記官 事務官裁判官’書記官 i事務官

－－ゴー， ず‐一一一一＝ー戸 二一庁 一 一一一 一一

１
１

|’ 業務内容
事件受付に関する事務（保全'DV･倒産，

iDVに関する事務（審尋．発令．通知）

業務内容
－＝一

’
’ 1*＊

■中Ｐ

捗

５
■
句
９
■
Ｕ
ｇ
ｑ
ｐ
Ｉ
ｌ
Ｉ

l

I
画一毛q ]

｡ ニユヒ

,倒産，その他各種申立て）
一
鵠
一
隅１

‐
ｑ
０
Ｐ
■

ｂ
ｌ
Ｉ
】
■
仁

1

11＊
－

1:I: ’保全に関する事務（審尋・発令・通知） 【緊急性ある事案】

倒産に関する事務（再生事件監督命令・保全管理命令，手続
中止命令・開始決定・通知等） 【緊急性ある事案】

－
１

I

lal: 1*:I:

苧
|官報公告掲載依頼・検査業務

発生時継続業務以外の業務

r－ I 処理態勢（人）

業務内容 |｜裁判官｜書記官 ｜事務官
'一|葆筌E関する事務(審尋･発令･通知） 【上記以外の事案】 1 ! l

|¥!=
｜順|－
｜位'－－

層|蕊蹴溺悪壷姦關'~ 。
！順｜
位1

陦圃外め薦繍潤職－－－－_!一一一一一一・－1 ］ ｜ ’

篇|繍奎鱸件保全事件嘩耐事瓢”
! ｣ ]
I 』 ｜ ’

｜位， l
l l l

剖測１司

業務内容
式B ＝ 打 戸 旦 己ー一一A■qod 6泊一一一r子二 与毛①

倒産に関する事務
告掲載依頼含む）

(開始等決定・審尋・集会・通知（官報公
I上記以外の事案】

21

保全担保取消し事件，保全事件取下げ事務処理

商事過料事件処理

ｌ
０

１

■
■
■
１
．

砂
１
１
１
■
Ｏ
ｒ
Ｖ
４
ｒ
ｂ
ｑ
■
。
■
Ｉ

ｒ
Ｈ
ｐ
け
ｒ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
ｒ

ｉ
ロ
ト
ト
ｒ
■

ｒ

■
ｂ
Ｉ
ｂ
卜
庁
ｒ
且
Ｉ
ｒ
Ｉ
６
Ｂ
Ｖ
■
１
卜
８
１
１

■
Ｐ
ｂ
■
ｌ
Ｐ

ｑ■

<ト ■
ｊ
・
Ｉ
Ｌ
・
１
羽
Ｉ

l■■■■ー■

*,＊*,＊**は,同一人が処理することを想定
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁刑事部
－＝＝寺一L~ﾛ■Pー’ムー曙…＝ニーーエ ■二戸■.一一ｰロュニーーニー且一一一一ご＝ －ﾏ ｰｰ一 －－ .→己= し - 画

■
■
一
日
日
日
日
日
日

発生時継続業務のうち一般継続業務
－ ~一一口 ＝ ～＝q二一一一一一一＝＝ー■ー－ －一＝---J－－－『一宇 一一画 ｡ ｰ巳 一￥一画 一 一一三 ｵｭｰ 一一 一 ．＝一一 ．一ヨーーーーー．一一一

■■ ー臣＝一一弓

’
処理態勢（人）

裁判官 書記官l事務官

6 '0

3 4 1
l 1 2

3 1 4 1

’ 業務内容
P

収保全命令・追徴保全命令を含む）

6判※処理体制は令状処理と兼ねる。

I身柄事件。特に裁判官指示を受けたもの）

関する事務（立件業務を含む）
日の変更・同通知に関する事務）

;身病に関する裁判※処理
|刑事公判(原則身柄事件。
|文書の受付に関する事務
|刑事公判（期日の変更．

日

日

０

６

■

！
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｈ
ｂ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｌ
０
Ｉ
ｌ
１
ｋ
伽
Ｉ
ｍ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ

０

Ｉ
卜
ｈ
剛
・
ト
ー
ｈ
Ｌ
Ｌ
ｊ
慣
１
口
げ
Ｒ
Ｉ
伽
ｒ
ｌ
Ｊ
ｐ

■
Ⅱ
Ｉ

Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｈ
Ｍ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
腋
ト
ト
ー
ト
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｋ
Ｉ
Ｉ
■

ｊ
１
ｄ
Ｇ
■
Ｈ
Ｆ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｈ
Ｈ

発生時継続業務以外の業務

q
申

一ｰ コ ューー壷EF－ー ＝一1 二一 一声－－－－酉
F－d －D エ

処理態勢（人）◆

業務内容
一一一■ーニーー一一一一一一口一

書記官 ｜事務官裁判官
－巳 一 F

一

(身柄事件で上記以外のもの）

|亨陛奎彗
q

ｲ

|似F
i !刑事公判（身柄事件･保釈中事件）
|第1訟廷‘(庶務業務）
!2i=,､,-f. ,=

|鱈|蕊鰯寶薑荏に関する業務）
i第|訟廷'(庶務

I I&l訟廷(記録
|位|訟廷(裁判

1

1

｜ ｜
！~－

Fーー･~ヨーヱーーーーーーニニー~~

rl｢‘－－' 31---■
腰''－－－
1 I

一

一

一
一

一

一一一一一一一

’
一
Ｊ
一

ロa｝ ’
一

１
１
１
卜
９

■卓 ■ ■ 1 ■■

一
－一一ゴー…庁一一一一一F

■
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局総務課
一一一三1ーいー▼ ﾛ r可 ■アーh■…画一L一一コ 一＝■ 一■ L国一里 ｰ

~

』

I

発生時継続業務のうち一般継続業務
■ｑ

ｐ
ｌ
Ｑ
■
■
９
０
■
■
且
１
０
Ⅱ
Ⅱ
■
８
０
■

業3

1文書受付に関する事務

業務

一一ー一犀一一一 一＝可一一一一

処理態勢（人）

裁判官｜書記官 i事務官
一一~一~､一一戸一一一一=デー一辱…､一.露~一､一一＝園

I 1

i 1

1 1

内容
4Fー1－－ー‐,一 ＝ｰ一二 由晶 ■F

■

|外部機関対応,広報事務

|裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

l

b

I

も
『
Ｉ
４
ｑ
・
Ｈ
ｑ
４
ｄ
ｒ
‐
ｌ
Ｐ
。

発生時継続業務以外の業務

I
【
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
‐
‐
１
１
１
１
１
’

一
首
一

一
一
輔
一
１

－
７
－
》

》
毎
一

一
腿
一
幅
一
’
’

一
ｉ
翻
一
１
１

－
鍬
一
な

一
一
艘

一
め
一
た

一
一
る 一に

一
噸
勝

一
舗
瀦

一
業

一
一
の

一
胤
匡
‐蔭

寺■＝

業務内容
ロ

I

ｊ
Ｂ
Ｉ
Ⅲ
側
四
１
１
ｍ
唖
巳
β
■

１
１
順
位’
一
一
洲
一
一
一
一
一
脇
一
一
一
一

醒
位
一
第
２
順
位
一
第
３
順
位

｜裁判部

順
1
位'－
－

一＝－－

Ｑ
，
４
１
日
Ⅱ
Ｐ
Ｌ
８
１
・
Ｆ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｌ
■
１
仏
Ｐ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

■
■
ロ
Ⅱ
０
１
１
匹
Ｉ
Ⅱ
■
ｒ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
■
上

I

F

’

１

一一一 凹q■ ■一一・一

の第2順位の業務を継続するために必要な事務
第|：
2

L
＝＝ ｮ －－－ー

■－－一画
一■‐

|上記いずれにも該当しない総務事務

1
Ｎ
Ｆ

マ 一 ーﾛ■ ｰ 可一
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局人事課

一

ーー－＝戸一＝-寺ご ‐＝ ＝ -- 凸 戸一

一
一

二

戸

一

一

｝

Ｆ

二一一一
１

口

Ｊ

Ⅱ

Ｊ

』
４
‘
・
巳
ｒ
Ｂ
ｒ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｐ
ｒ
Ｉ

ｂ
ｒ
ｒ
■
１
日
１
４
０
１
１
１
■
０
２
剴
ｊ
ｑ
■
■
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
４
Ｉ

発生時継続業務のうち一般継続業務

~1－－拠醒態勢 (人)- －－－
i裁判官 書記官｜事務官

’ －－

I
三■■■■■■■■■■

＝－ 一 可

L = d = 一ト ーー｡ｰ一F－－ｰーー冨一卜 酉
－－－■ワ

‘

』

■

門

Ｈ

Ｌ

Ｒ

１

ｊ

１

Ⅱ

１

Ｍ

叩

Ｉ

鯏

叩

制

’

業務内容
F口 一一一一 一■ー r一戸 一 一一一一一戸一

_－一？
｡

卜
ー

■ﾛ■

－

一

発生時継続業務以外の業務
一
雫
－
２

－
州
－
１
－
１
１
１

号
‐
、
官

藝
記

一
態
一
書

》
理
陥
１
１
１

－
処
一
官
一

一
！
翻
一
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ

､ ~一＝ユー
南一r＝ー一一南一r＝ー一一

業務内容業務内容
エ ■■～ － －＝ ヨー － －

給与事務

|等’

獄-－
1

三 一 q F五山 T ■一一 ユョマ ■一一マーー■ －■■ー凸

【
3

0

’

一ユー

弧

l
語写雲霧穆幌あ入事事務

空 ＝一一

語与事務以外の人事事務腫
山
■
■
■
■
■
ｕ
ｂ
－
ｌ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｑ
Ｉ
ｊ

|’｜
’
Ｌ

Ⅱ

卜

８

１

０

６

・

Ｉ

訂

４

３

■

Ⅱ

９

Ｊ

9 ，

｡

一一

一 一 一一一 一±司一＝ L ■一ロ

ーマ｡■ F一一一一一一一一一一一一

！
０
・
■
■
ｑ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ⅱ

Ｆ

一
一
一

‐－

叩
■
服
１
１
Ｎ
伽
ｈ
■
■
■
Ｌ
■
Ｉ
Ｐ
Ｉ

第
３
順
位

１
１ｑ

ｉ
‐
Ｕ
Ｏ
ｔ
Ｂ
Ｐ
■
Ｂ
Ｄ
Ｄ
■
■
■
■
Ｂ
■
■
ザ
■
■
ｒ
Ｐ
Ｌ
ｊ
Ｊ
『
■
■
可

トq １
１
－

r

Ｉ
－－－コマ■ ■

＝一一マ画Pニデェ弓 一､厚一一号÷釦 ■ ~ ~ ~~ 画一､ﾏ ｰ ｰ一一 一一二四 －4 一一

2

’



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁事務局経理課

I

グ

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢一一－一一一竃壼ニアーーー一

陰
・ 手切刃0▼刃宮ら

生時継翫乗携に必安な柔洞畢誘 ．

i尭笙時継翫乗猛に必､安江又画争猫 I

I 1

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜ 事務官
1

1 乙

， | 2
1

’

I

発生時継続業務に必要な押収物及び民事保管物に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

I ！

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官
８
Ｊ
巳
？
■
■
０
０
６

I

d

l
l

毛
Ⅱ
ユ
ヰ
。
。
□
《
卓
寸
、
＆
酉
１
Ⅱ
《

| ,. 1
I

1
↓

1

1
■

1

’ 2
０
５
？
▽
’
４

ｲ

４
凸
０
１
６
１
－
■
４
１
４
画
↓
Ｉ

業務内容

第
１
順
位

開庁閉庁時の鍵の開閉業務

空調運転等庁舎環境維持業務

履行期限が迫っている支払事務

郵便業務

被扶養者の認定事務

文書受付事務

保健給付等関連事務

第
２
順
位

物品管理事務

押収物及び民事保管物に関する事務一般



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名； 千葉地裁事務局出納課

I

発生時継続業務のうち一般継続業務

I I

処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官

I
l

’
1

事務官

1

業務内容

保管金受入業務（保釈保証金等，緊急性のあるもの）

発生時継続業務以外の業務
e

第
３
順
位

I

処理態勢（人）

裁判官

１
１

Q

U

I ，

書記官 事務官
6

2

2

２
・
』
２
二
１

■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■

1

－－

業務内容

第
１
順
位

給与支払事務

給与以外の支給・支払事務（緊急性のあるもの）

支払決議及び確認入力

保管金支払事務（緊急性のあるもの）

第
２
順
位

保管金受入・支払事務（緊急性の低いもの）

給与以外の支給・支払事務（緊急性の低いもの）

債権管理事務

各種報告事務 ’

’



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢 一

部署名: 千葉簡易裁判所

1

発生時継続業務のうち一般継続業務

ー一一二二三二一一一一一ー
■ 不q力F1菅

令状（身柄に関する裁判を含む）に関する事務
I略式手続 (逮捕中又は勾留中在庁事件）に関する事務

処理態勢（人）

裁判官 書記官

1 3

事務官

1

l 1 3 1 1

l l

2
ｉ
Ｉ １

弓
１

民事受付に関する事務

文書受付に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

l 1

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

1 1

2 5 1

1 2

ロ

ヤ

ﾄ や

1 3

1

1 1

1 1 1 ’
－‐一－

｜

1

1

1

業務内容

第
１
順
位

刑事公判（勾留がされている事件）に関する事務

略式手続（交通三者即日処理方式を除く）に関する.事務

保全に関する事務

第
２
順
位

民事訴訟に関する事務

督促手続に関する事務

民事調停に関する事務

刑事公判（勾留がされていない事件）に関する事務

I



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁佐倉支部，佐倉簡裁

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一一－一一二~一一一一一－
ロ 不勿刀r可官

文書の受付に関する事務

保全事件（被保全権利が人格的権利等であるなど
緊急性が高いもの）に関する事務

特に

処理態勢（人）

裁判官 書記官

4

2
2

1

1 2

b

l

事務官

3

I司法行政事務…(会計事務) 1 1

DV事件に関する事務

人身保護事件に関する事務

没収保全・追徴保全に関する事務

令状に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
誌
弟
・
３

順

位I

処理態勢（人）

裁判官 書記官

2

1

1

1

2

1
■■

1

2 2

１
１
’
１
１
』
↑
１

口

ト

ゥ

ロ

2

1 2

事務官

3

3

１
－
１

○

１口

業務内容

第
１
順
位

保全事件（上記以外）に関する事務

証拠保全（実施時の感染拡大のおそれが高くない場合）

債権執行事件（配当を除く）に関する事務

破産・再生事件（管財事件の開始決定・保全）に関す
る事務

略式手続に関する事務

第
２
順
位

証拠保全（上記以外）に関する事務

債権執行事件（配当）に関する事務

駆産季1‘十uロ｣属寸犀-LE・ T員ｲ窪響白呆云寺一匹同口杉人フトノ ャーIヨヲ

る事務

非訟事件（清算人選任等は第1順位も検討する）に関
する事務

民藍茅訴訟事件に関する事務

督促・調停事件に関する事務

刑事公判（勾留がされていない事件）に関する署 雰務

その他刑事事件に関する事務



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁一宮支部・千葉一宮簡裁

ノ

発生時継続業務のうち一般継続業務

1 I

処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官 事務官
1 ． ’

1 ’
1
－

業務内容

令状に関する事務（家事の令状を含む。 ） 1

保全・人身保護･DV 1

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

l l

処理態勢（人）

讓莉菅一一燕宇
1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

事務官

1

1 1 1

1 1 11

｜ 1 1 1
1

$

－

１
』
１

業務内容

第
１
順
位

保全に関する事務（上記以外のもの）

執行に関する事務（特に緊急性のあるもの）

略式手続に関する事務

倒産に関する事務（特に緊急性のあるもの）

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

第
２
順
位

民事訴訟に関する事務

民事調停に関する事務

執行・倒産に関する事務（上記以外のもの）

督促手続に関する事務

裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

その他の民事及び刑事事件に関する事務 2

上記いずれにも該当しない総務・会計等の事務



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部民事部民事立会係
一で ＝一一Eウーーーーー凸～申す p一 〒 一 』 ▲－1－

’
ｂ
山
■
ｐ
畦
叶
ｄ
日
ｒ
仲
Ｐ
Ｒ
ｂ
Ｒ
■
１
■
Ｈ
Ｈ
０
側
ら
Ⅸ
Ⅱ
冊
側
眺
随
引

■
伺
閉
、
唄
剖
刊
■
ｑ
弓
側
、
■
品
ａ
■
砲
口
■
“
も
、
Ｌ
い
て
■
守
ｊ
ｕ

旺

守

り

当

日

十

■

則

が

、

マ

０

・

尚

１

■

■

五

■

田

盈

‘

卜

Ⅱ

ｑ

Ｊ

▼
仔
凸
ｑ
Ｆ
５
ａ
■
■
ロ
伸
壹
Ｕ
■
刃
凸
■
０
■
即
い
■
串
ｍ
ｂ
ｈ
Ｆ
ｈ
剛
。
■
』
Ⅱ
Ｐ
ｄ
『
己
で

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）
■■一一■■ ■ ■一－

産二 六一一毛一一壷か■－－ 二一｢マーー幸一守一

！
ご
■
■
副
■
■
Ｂ
ｒ
Ｂ
Ｒ
■
Ｌ
■
■
ｐ
■
■
暁
■
Ｂ
■
■

業務内容 ＝一一－F一一一企｡…ー一一－一一Ⅱ 一ー一一一一

I裁判官，書記官
一五一一 －戸一 …一一三 一ｰ－土一一 弓

－

一一L r＝』 三一ユー．一一ｮ ■一一一丁■■ロローーョ ユ■＝ ロ ーq 一 ＝司厚

（人身保護に関する事務）

(強制執行停止申立事件等緊急を要するもの，

－_ ｜

鰯圖変I
民事立会事務

民事立会事務
更決定事務等）

21

一
！ L

■

●

１
１
；

一

Ｊ
■
１
０
，
６
■
Ｊ
胸

Ｉ

発生時継続業務以外の業務 画

▽

型

押

‐

Ⅷ

Ⅲ

．1~~-一麺蓮態勢(刀.一~一一
I裁判官｜書記官 ｜事務官

| 4 1 5 I

■ : bOO色一F 一一 F一一■ 一

一q■ 全 ･面一 一 や一
－ ご■ 一P一二一一画

業務内容 服

１

１

１

期

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｈ

７

１

小

川

Ⅳ

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

卜

い

叫

叶

１

１

ト

レ

睡

悦

Ⅱ

Ⅲ

け

り

削

剛

牌

卜

卜

Ｌ

ｏ

ｒ

脾

ｈ

ト

ド

Ｌ

ト

い

い

Ｌ

Ｉ

間

ｒ

ｈ

Ｆ

Ｉ

ｌ

ｈ

ｋ

冊

卜

』

日

仏

ド

Ｎ

Ｈ

ｈ

Ｎ

Ｆ

Ｎ

ｆ

Ｈ

偶

Ⅱ

㎡

ｈ

咄

ｈ

Ｈ

Ｈ

咄

Ｆ

；

Ｐ

Ｎ

Ｎ

＃

＃

Ⅱ

Ⅸ

胸

一一一望 . 尿一二 ･壁睾響近虚

i-l壷蕊霧(上記以外の事務）

'第1－
鳩－－－－

l i年 一~~‐
|ﾆｰ~i-一一一－一一一"－~－－－~一
1 1

|語
i位｜

吟ﾄｰｰｰｰｰｰ－－-二一
'第I

Ｉ司引４４１可『引剖

|善

に
１
－
■
厩

一 一,三 一■卓 一 ■

一
一一一と一一

P

順

位

「
－● 一二－百邑一 子Pー○一 q

－一一■一‐■－－~F 蚕唾 毛三幸昌
四K一 写 L－ マー
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部民事部破産再生係

発生時継続業務のうち一般継続

I I

処理態勢（人）

一癖i 菅~可一軍霧菅宇

二二二

業務内容

倒産事務（保全等緊急を要する事務） 1 1

発生時継続業務以外の業務

第
３
順
位

I I

● ■

処理態勢（人）

裁判官 書記官 事務官

1 2 1

I

6

I

４

■

９

ｑ

Ｂ

ｒ

Ｂ

９

ｌ
↓
１１

業務内容

第
１
順
位

倒産事務（上記以外の事務）

第
２
順
位



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁松戸支部民事部執行係(不動産執行）

発生時継続業務のうち一般継続業務

｢一－－－－蚕二三三一一一一一

I

不q”r可･菅『

不動産執行事務（受付事務（発令･登記′保全等） ）

同（期日事務（開札・売却決定） ）

I

I 1

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜ 事務官

Ｉ
！
‐
！

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

I I

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜事務官

一一F一一丁一｢一~ー
｜ I

1 2

’
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

１

１

■

１

１

１

９
０

1

一一一一一一－一一一
l

ｄ
１
ｂ
４
ｇ
凸
■
■
■
Ｊ
■

－－r一一一
Ｉ

０
６
６
■
凸
竹
口
？
◆
１
０
８
６

１
１

業務内容

第
１
順
位

不動産執行事務. (期日事務（代金納付・配当） ）

第
２
順
位

不動産執行事務（上記以外の事務）



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

"

-部署名：地裁松戸支部民事部執行係（債権執行）
■ P

発生時継続業務のうち一般継続業務

r-－－－－=~薯二三デー~一一一一
奉りカドョ菅●

債権執行事務（受付事務（受付，発令，取下等） ）

l l

I 1

処理態勢（人）

裁判官 ｜ 書記官 ｜ 事務官

1 2 ’ 2

発生時継続業務以外の業務

第

３
順

位

！

処理態勢（人）

裁判官 書記官 ｜ 事務官

l i

I

ｂ
凸
，
ｒ
色
Ｆ
１
■
６
■
Ｌ
０
１
日
Ｊ
■
』
■
ザ
Ｌ
ｌ
ｐ
ｊ
９
０
ｕ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

業務内容

第
１
順
位

債権執f
■
■
■

事務（期日事務（配当，財産開示） ） 1 1

第
２
順
位

↓

I

１
１
Ｆ
申
ｉ
甘
’

Ｄ
Ｐ
ｆ
ｈ
“
６
１
０
卜
‐
も



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名；地裁松戸支部民事部民事訟廷

すべての封書を開封し，文書受付事務を行う。
被保全権利が生命，身体， 自由や人格的権利その他これに準ずる権利利益の場合
証拠保全については，感染拡大のおそれが相当高い場合には第2順位とずる・

１
２
３

※
※
※

発生時継続業務のうち一般継続業務

r一一一一一一壼壼冒芳一一一一
奉切カドヨ菅

己

|文書受付事務※1

処理態勢（人）

裁判官

－

1

I

－

I卜記鑿務継続に必要な訟廷事務 I I

書記官
ヤ

事務官

3 1

I

保全に関する事務(特に緊急性が高いもの）※2

DV事件に関する事務

人身保護に関する事務

発生時継続業務以外の業務

’
第
３
順
位

I 1

処理態勢（人）

裁判官

1

。

｡ 書記官 事務官

1

1
1

I

言-－

: ｜

｜
｣

峠

’

i

l

－

業務内容

第
礼
順
位

保全に関する事務（上記以外のもの）※3

仮役員等選任，清算人選任（迅速処理が必要なもの）

上記業務継続に必要な訟廷事務

第
２
順
位

非訟事件に関する事務（上記以外のもの）

上記業務継続に必要な訟廷事務
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 地裁松戸支部刑事部
ー、一再

発生時継続業務のうち一般継続業務

’－－ﾆｰｰ臺壱宮害

’

業務内容

１
１
１
Ⅱ
Ⅱ
。
ｌ
ｐ
Ｉ
才
Ｊ
Ｆ
４
１
０
ｄ

。
■

Ｊ

■
■
可
Ｉ
加
川
Ｍ
■
町
剖
川
胡
扣

ｎ

ｌ

ｄ

■

ｑ

ｄ

ｎ

Ｉ

■

■

Ｂ

Ｐ

・

■

Ｆ

１

■

Ｆ

１

■

■

■

■

■

汀

１

．

Ｍ

門

，

ｒ

Ｆ

Ｌ

員

Ⅲ

Ⅳ

Ｄ

Ｂ

副

Ｆ

‐

ｌ

●

卜

０

Ⅱ

Ⅱ

Ｆ

Ｆ

Ｄ

巳

ｌ

伊

日

■

■

■

、

』

Ⅱ

Ⅱ

■

甲

“

８

口

■

凸

■

ｌ

■

■

＝ユー玉一 二一＝ ー－セーエニ一一J一ｰ…

響（人）
ョ屯←呵 ら･歴 一一㎡●皇再一■宝.▼屍宇戸ニーエー

処理態勢
ご
己
。
■
碇
▽
‐
１
１

一凸一一一一一や守柄

’

1 書記官‘事務官裁判官 ●
１
－
１
１
－
‐
１
１
１

ｉ
一
‐
‐
Ｉ

一 －＝

I文書受付事務 １
１
１

１
１
１

I令状》勾留請求に関する事務

1略式手続に関する事務(身柄拘束中及び少年の事件） 22553
！
‐
’
’
一

l上記のほか身柄に関する事務
i上記業務継続に必要な訟廷事務
I

ト

１
１
１

１
１
１ 一

〒
‐
‐
‐
１’

一

発生時継続業務以外の業務

~~~-~~-~I一一一麺蓮窪募YXi-~~-
一一向一一一一E苫一一＝＝一~苧的甲由安争－－一忘

｜ 業務内容
麺鋪匡懇罰に関する事務 (身柄拘束中の事絹

業務内容

卜遡'亘斗１{ 一－一 一

１
１
－

筐
トー－

可
川
０
■
も
刀
ｑ
幻
■
口
■
■
司
川
Ｈ
■
，
“
、
９
６
浬
Ｆ
０
口
ｐ
み

与
曰
ｐ
和
由
■
丙
咽
ｆ
Ｌ
ｑ
▽
Ｈ
１
ｑ
１
Ｌ
・
ｒ
ｒ
Ｔ
■
Ｔ
、
同
帖
伊
岫
・
免
巳
■
Ｌ
Ｊ
酉
１
町
・
ｇ
Ｂ
ｒ
Ｆ
岫

勺
含
Ｈ
■
肝
■
Ｂ
Ｅ
Ｅ
吊
今
、
■
■
”
Ｔ
■
■
■
Ｚ
Ｐ
Ｆ
■
■
■
同
牌
凸
Ｆ
■
ｑ
も
守
叶
■
も
■
■
凡
凸
ヨ
＄
●
■
戸
望
『
Ｆ
日
込
ｑ
可
ざ
▽

4

|宇攪襄漁蕊茎壼菫繋事務｝

l

一一

一

6
1

P

O

Ｏ
Ｌ ' 2 1 12 1

｡＝■ P■

(上記以外の事務）

第1上記業務継続に必要な訟廷事務

I藤二一傘
一一

一

Ｕ
Ｕ
ｎ
ｑ
ｅ
〃
↓
凸
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ｕ
■
０
■
０
Ⅱ
１
日
■
‐
０
口
■
９
・
凸
Ｕ
■
■
ｐ
ｄ
０
■
０
Ⅱ
Ⅱ
０
１
１
１
０
■
■
Ｕ
一

一

一
凸一
一

ＬＰ

一

ｆ

三

一

一一 『
一

■

I I=F=
ｌ順位

ー

1

1
一 一一壱一●凸



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 地裁松戸支部庶務課庶務係
甲一一■ 一■ 邑一一 －‐d 一一■ ■ ■

１
’
・
■
“

ｂ
叩
ｕ
■
固
■
毒
■
国
■
■
■
Ｂ
●
●
し
■
■
凸
巳
■
■
■
■
■
Ｌ
Ｐ
Ｐ
■
■
■
■
■
Ｂ
巳
■
■
■
■
日
■
■
■
日
■
固
■
■
■
■
且
■
■
■
■
画
■
Ｒ
凡
㎡
Ｂ
ｎ
ｒ
■
■
同
■
凡
■
■
”
ぴ
皿
■
睡
乃
■
応
■

一
・
一
》
一
一
一
一
二

一
＝ ■ ーユユーー~ ■■■一

耳
！

発生時継続業務のうち一般継続業務

悪
房．幻【 ■一 里 句一一一一一一ロー一理＝一一一一一

処理態勢（人）
一ー玉一一 一ユー ーヴーー.可一一弓由一句可一一

画一■q F p－ ■ ▲ － .

業務内容
1－－－=－－－－－－－－－－－－__…_…一一ユー ｰ －－_…－
1庶務事務（電話対応事務・郵便受領事務・文書関係・外部機関対応

熾判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

|

業務内容
－皇

－

書記官
一.一口一山＝

｜事務官裁判官 ｜書記官
一一一＝一一一一一一一

2I

’ ．

一

・
４
４
０
■
且
日
Ⅱ
１
Ⅱ
Ⅱ
８
８
■
１
１
１

■

■

1
0

9

1

1発生時継続業務以外の業務
L p ■ T丹 hE 帝■ ■ b一 一 西d h一ｰ■ ..＝＝.

■ 』 ■ 一一一 一 P一口 －■

処理態勢（，

i裁判官 書記官

(人

’
）

業務内容
事務官

出己一○ローq一■…－q唖 昌 虎■ ﾛ Fー

｜ ｜庶務事務（上記以外の事務）
1第1第一順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務
| 1 i
! '|慣I 一

ＦｌｉＬＰＩ卜ｈ１．１１１１仲Ｉｒ

，■■ｆ巳９Ｊけ甲

ロ

1

・
ｕ
ｌ
ｌ
Ｆ
・
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
０
Ｌ
ト
ロ
リ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
Ｆ
Ⅱ
ｌ
ｒ
山
Ｆ
１
ト
■
Ｉ
Ｄ
間
Ｄ
ｌ
ｌ
ｐ
Ｐ
』
Ｂ

第
１
順
位
一
第
２
一

旦
ザ
町
ｆ
０
１
Ｊ
司
り

占

Ｉ

Ｒ

Ｂ

》

由

ａ

凸

も

ｄ

Ｌ

Ｉ

Ｉ

ｒ

Ｈ

Ｉ

ｍ

■

ｒ

ｂ

Ｆ

、

Ｋ

５

０

０

１

０

Ｉ

Ｏ

０

ｑ

０

ｐ

も

１

Ｊ

Ｍ

助

■

■

■

■

ｒ

■

＄

６

Ｆ

、

■

■

叩

１

i

’
一
一

１
寸
ｑ
ａ

Ｉ
ｊ
ｑ

ｒ
■
■
■
■
Ｊ
Ｉ
ｊ

ｊ

Ｉ

・

‐
１
１
日
Ｉ
ｒ
‐
１
１

一P一画一 ■－一手一T一一一 一幸一宇

第二順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務
第’

1筒－－－
位I

両

‐
｜
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
－
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
－
ｌ
’

｜
口

■
■
４
Ｆ

１

８

■

蕉壹碩位ゐ裁轆肺葉霧を羅織二着だあに必菫憲章霧 。
Ⅱ
ｆ
ｌ
Ｐ
１
ｊ

■

ｌ

ｉ

Ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

ｒ

｜

1

ｌ
ｄ
■
１
１

Ｉ
▲
号 画一一旦－－－－－-'二一L－l－－

’一



(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

〆

部署名：地裁松戸支部庶務課会計係

し

発生時継続業務のうち一般継続業務

r－－－一一一二重宝雪一一一一一一
幸4カF司言

医許事務（保管金事務等）

裁判部の一般係属業務を継続するために必要な事務

I I

処理態勢（人）

裁判官
I

､

ﾛ

書記官 事務官

凸

'

@
4

●

2

発生時継続業務以外の業務

第
３

Ｉ
順
位

I

処理

裁判官 書記官 ｜事務官

三三三三一言一

‘ ｜

＝ I

↑

1

↓

,

2

雪

i

l

2

業務内容

第
１
順
位

会計事務（上記以外の事務）

第一順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務

第
２
順
位

第二順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務

第三順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務
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(別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

1

部署名：松戸簡裁民事係
－－－ロヨ 画 ﾛﾛ 一一一一

発生時継続業務のうち一般継続業務

業務内容

｜保全に関する事務（特に緊急性の高いもの）※1

1文書受付業務

｜
｜上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

業務内容
一アーーワ訂一一. 一口 』 △ぬb ■ P■－－－ｩ画一二一クョーーーーーエーこ■ b＝

陰

処理態勢（人）

裁判官 ｜書記官；
I

D F

顕Ｉ
ｑ
Ｆ
■
■
・
・
則
１
．
日
Ｆ
甲
Ｐ
▲
ｂ
■

~－1

1

１
’

1 1

■

院発生時継続業務以外の業務

『一一 舗内，
＝ 切■ 字▲ ■ 一

業務内容1
処理態勢（人）

i裁判官｜書記官｜事務官墜
偶
遡
陣 保全に関する事務

執行に関する事務

(上記以外のもの） ※2

(特に緊急性のあるもの） ※3第
１
順
位

I
１

１

１

１

■

ｇ

《

９

屯

二

日

二

■

Ⅱ

ｑ

際

《

■

Ⅱ

９

６

０

０

．

０

F 負

‐
一
一
一
；
｜
｜
ｌ
Ｉ

－
Ｒ
Ｕ

ｉ
「
－
１
１
‐
３
１

－
■

■
瀦
剴
．
‐
「

’
1

1

6－3

l

上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務
一口 三 ■ ■一一一. ヨ両 a－P F

－一

I I民事訴訟に関する事務
６０■

■ｄ

務
務
務

事
事
事

る
る
る

す
す
す

関
関
関

に
に
に

全
続
停

保
手
調

拠
促
事

厩
鱈
眠

第
２
順

|位|執行に関ﾅる事務(上記以外のもの）
｜ ｜その他の民事事件に関する事務※4
1 1
1第’

｢

■
■
Ｂ
ｑ
Ｊ

８
０
】
■
Ｏ
Ｂ
ｌ
Ｂ
ｒ
Ｉ
ｇ
■
Ｉ
■
』
凸

守
Ｌ
ト
ー

Ｂ

1

1
E

了

一
’
’
’
１

！Ｉ二
一

、 ※1

○保全権利が生命，身体， 自由や人格的権利その他これに準ずる権利利益の場合
→名誉権・プライバシー権等に基づく出版差し止め等
○保全執行（保全事件について保全命令が発令された場合）

※2

○その他の保全
→仮差押え，係争物仮処分，仮地位仮処分，労働仮処分（争議禁止，地位確認，
賃金等仮払） ，知財仮処分等

○一般的な民事保全以外の商事保全等
→株式の発行等に関する仮処分，株主総会に関する仮処分，取締役の職務執行
停止，代行者選任の仮処分，閲覧謄写仮処分等
→倒産関係の保全（中止命令，包括的禁止命令，保全管理命令等）
→執行関係の保全（売却のための保全処分，買受人のための保全処分等）

※3

○保全，開始決定から差押え等までの手続

※4

○過料等



1
P＝

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：地裁木更津支部，木更津簡裁木更津検審
■マ 両一一二

一一 ■ー ■守で F

＝＝Fク ーーーーー 一周■－－－－－ ＝一再＝一一一

’
一
一
官
一
！
‐
’
１
１
１
１
２
２

一
一
３
３
’
２
１
１
１

’

一

二
務
一
１
１
ｊ
－
ｉ
－
‐
’
’
’
’
１
‐
’
’

一
識
１

－
１
一
事

鮴
一
顕
３
３
１
３

一
人
－
１
！
態
害

－
４
３
３

｜
一
》
一
》
一
珪
ふ
い
に
１
１
Ｊ
ｌ
１
一
雌
一
蝿
一
川
川
１
３

｝
一

グ
ー
■
■
■
■
■
凪
Ｂ
ｐ
ｂ
Ｐ
Ｌ
■
日
■
■
日
卜
ｑ
ｌ
ｐ
田
■
■
日
■
■
■
・
■
日

・

■

ｌ

ｑ

ｆ

も

４

日

ｕ

ｐ

ｌ
ｈ
ｒ
ｒ
ｌ
Ｌ
■
口
哩
■
Ｌ
ｐ
４
ｒ
Ｆ
Ｒ
Ｉ
ト
ー
ｂ
ｈ
ｑ
昌
７
１
ロ
ー
■
ｑ
■
■
咀
卜
一
「
一
口
上
。
‐
ｒ
，
ｐ
ｒ
ｂ
Ｐ
・
日
出
Ｆ
Ｄ
Ｒ
４
．
■
良
州
Ｈ
Ｒ
川
川
叩
１
１
町
Ⅲ
ｑ
凶
Ⅱ
甜
凹
Ⅲ
９
画
酎
叫
日
即
別
剖
町
■

特

一
一
刀
儲
鶴
野
・
傾
う
件
ｊ
礁
岬
一
容
一

［
［
閂
う

げ
，
者
を
事
ち
ｊ

務
一
鵬
一
胴
船
胤
鍛
轟
ｊ
伽
た
収
情
物
一
内
一
Ｊ
ｊ

事
物
報
。

鑑
一
繩
一
・
崎
Ⅷ
蕊
鵲
峰
絢
嶽
蓉
淵
麺
絢
唖
務
雛
侃
，
一
翻
一
州
夘

止
記
会
の
の
件
事
っ
押
，
管

受

令
当
令
権
停
手
ら
あ
事
済
手
示
事
，
金

募
外

舗
一
‐
一
剛
州
剛
一
伽
伽
州

１

発
配
発
債
行
更
か
の
付
定
更
指
付
理
入

一
選
判
ｆ
ｆ
ｆ
ｆ
執
変
官
性
受
指
変
ら
受
管
収

一
冊
》
一
一
一
一
》

ち
一
一
綱
織
蘂
識
輔
輔
銅
郷
鋤
鯰
飢
卵
州
詐
罰
伽
鏑
金

迄
つ
一の
一
疑
す
Ｖ
鮒
郷
謝
辨
伽
伽
伽
肌
灘
伽
檸
伽
謝
葬
蘂
鰄
．
総

務
一
続
一
．
一
略
民
民
刑
庶
会
罠
刑
支
一
検

柵
噸
心
肌
伽
肌
伽
蛤
準
緋
雛
誕
準
娠
一
準
伽
鱸
誕
肌
肌

一
業
一

一
鍬
郷
睦
輔
輔
鵬
纒
購
蓉
審
郊
》
鵬
利
一
鵬
峨
麟
鵬
職
需

一
続
一
時

継
一
’
１
‐
！
！
」
…
：
‐
！
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
。
！
‐
！
！
‐
！
’
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
！
；
‐
！
；
！
！
‐
１
１
‐
鍵
，
．
’
●
Ｉ
！
‐
，
‐
ｌ
１
Ｉ
ｌ
ｉ
！
‐
‐
‐
‐
‐
‐
！
‐
‐
‐
’

一
》
発
一
第
１
順
位
一
第
２
順
位

業務内容

１
－
１
－
１

執行①（受付事務〔発令停止，取下げ〕）
執行②（期日事務〔配当〕）

倒産①（受付事務〔発令，登記，保全,停止，取下げ〕）
倒産②（期日事務〔債権者集会，債務者審尋〕）

民事立会①（強制執行停止等の緊急性を要する事件） １
』
１

１
１

刑事立会①（期日指定済みの事件のうち，特に裁判官から指

示のあった事件）
11

1 １
－
１1

一
マ
ー
ー
ー

一
一
一
一

業務内容

。
ｊ
４
Ⅱ
■
１
１

33

３
－
３

’1

｜
I

１
１

用
､、1

仁
Ｌ
Ｐ
・
ｈ
ｌ
２

ト
ー
ｒ
■
Ｐ
Ｐ
Ｉ
ａ
Ｄ
■
Ｌ

ﾛ

一中凸■

一
臺

１
１
ｒ
‐
‐
！

、
‐
ノ
ー
ｉ
－
１
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
！
．
‐
卜
‐
－
１
１
１
‐

人
．
一

一
勢
一
記
３
３
１
３
－
４
３
３
３
３
４

く
一
宮
－
２
２
２

－
態
害
一

己
雌
一
望
川
３
１
３
一

一
■
■
■
■
目
一
冊
■
日
■
■
一
Ｉ
ｉ
Ⅱ
Ｈ
Ｎ
７
Ｈ
ト
ー
７
．
Ｉ
ｒ
ｒ
Ｌ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
‐
Ｆ
，
Ｉ
Ｌ
１
ｑ
ｌ
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
岨
Ｉ
ｔ
Ｉ
ｒ
Ｐ
ｒ
ト
ー
ト
．
ｉ
ｈ
ｆ
ｉ
ｈ
ｌ
ト
ー
１
．
１
Ⅱ
５
１
１
‐
４
Ｊ
ｍ
ｌ
‐
Ⅱ
０
０
１
■
Ⅱ
Ⅱ
■
９
１
１
４
凸
■
日
日
■

ｆ
一
一
一
一

312

3．

○
色
一
ｎ
乙

Ｆ

１

■

ｐ

■

Ｉ

ｌ

■

■

■

■

ｑ

■

6

､

|執行（①，②以外）
|倒産(①，②以外）
|上記以外の非訟事件

恥

－
３

－

●

一

一
２
２

『
ヨ

2

｡●‐＝

第
３
順
位Ｉ

一一一 ＝一 一－一

ー一一戸 も 一・一q一一ー 一＝＝ﾛ－
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 千葉地裁館山支部・館山簡裁
で一一 .一二一一 ■一一■＝ 一司完L一二一寧一｣P－L ＝－－＝－＝マー岳 一』－ ＝ －ユー一堅生当F一 三一王＝四五＝

卜
Ｂ
Ｐ
Ｉ
脾
■
Ｉ
ト
ト
ー
Ｆ
Ｂ
ｒ
Ｐ
Ｉ
４
ｑ

・
仙
卜
Ｆ
Ｉ
ｉ
ｂ
ト
ー
Ｉ
Ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｑ
ａ
９
ｒ
Ｌ
Ｊ
Ｉ
Ⅱ
Ｐ
ｔ
０
０
８
．
５
０
０
ｌ
ｂ
■
Ｆ
ｂ
Ｈ
ｂ
Ｉ
Ｉ
１
１

L－－－処理謹蟄 (Al__一一J
I裁判官｜書記官 ｜事務官’

l l ’
l

雪』自国■一■』ロー

発生時継続業務のうち－般継続業務
一一－ヱ －■一一－－口ｰ －－－－一 一 一

業務内容

'
”
一
ｉ
ｒ
ｌ
－
ｐ
ｉ
ｊ
『
凸
Ｆ
Ｉ
Ｉ
９
Ｈ

|訟廷（事件受付のみ）
|保全・人身保護JDV

l民事訴訟に関する事務（期日の変更決定手続） －I ■
３
■
Ｐ
６
ｔ
ｌ
０
ｆ
Ｕ
■
曲

。

ｂ

８

口

・

’

□

９

０

●

色

６

６

０

Ｕ

守

０

０

４

０

申

６

■

８

０

９

口

９

８

。

刑事訴訟に関する事務（期日の変更決定手続，裁判官
の指示のあった事件の公判立会）

2
1

|の指示のあった事件の公判立会）
i身柄に関する裁判

怜状に関する事務

熾判部の業務を継続するために必要な事務（会計等） ：

i

F . ◆

1
ｈ
ＦＩ Ｊ

■

凸

１
－
１

1
Ｆ
１
・
仔
田
■
Ⅱ
ｂ
■
ｄ
８
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ

発生時継続業務以外の業務１
ｐ

ｌ
１
１
１

一
蒲
一一

一
一
一

■二一一

’ 業務内容

r司葆筌雇雷予言雲霧~『上記以外嗣訪ア
Ｉ
５
ｒ
０
■
ｂ
ｈ
ｒ
Ｉ
■
ｑ
ｈ
■
■
ｑ
１
０
ｄ
Ｕ
Ｉ
Ｆ
Ｎ
冊
‐
叩
１
０
０
Ｌ
Ｐ
卜
■
脚
Ｌ

第
１
順
位

凶
■
Ｊ
ｄ
Ｈ
■
Ｊ
Ｏ
Ｊ
■
■
■
‐
１
匹
■
■
凸
咀
同
ｈ
配
４
，
■
１
“
Ｉ
Ｆ
・
Ｏ
ｒ
Ⅱ
１
１
１
４
■
■

l,kl

執行に関する事務

倒産に関する事務

(特に緊急性のあるもの）

(特に緊急性のあるもの） 1 3

刑事訴訟に関する事務(上記以外）
1位鵬式手続に関する事務
i 裁判部の業務を継続するために必要な事務(会計等）
I F

I I

l I民事訴訟に関する事務(上記以外）
’第i民事調停に関する事務

|鰄手黒麓駕菫務(上記以外…）
, i l裁判部の業務を継続するために必要な事務（会計等）

｜ Iその他の民事及び刑事事件に関する事務
第|上記いずれにも該当しない庶務・会計等の事務
S i

艫｜
I
l
一

1

1
－一一三三＝~一=二二一＝＝

‐４

。
Ｐ
催
剣

画４咽

ご
■
Ｊ
ｒ

■

■

■

■

■

Ｐ

ｂ

■

－

９

口

Ｂ

■

■

■

ｂ

■

巳

，

凸

。

“

■

Ｆ

Ｌ

ｐ

■

．

■

９

０

．

Ⅱ

日

日

Ⅱ

Ⅱ

ロ

ー

■

０

６

世

０

■

２

４

．

引
阯
■
Ｆ
Ｐ
Ｇ
色
ｉ
Ｂ
８
４
０
７
Ｄ
■
０
１
ｆ
ｔ
候
日
１
ｄ
Ｒ
ｋ
Ⅲ
１

い

ｉ
■
■

一
一
一
一
回
一
一
一
一

I1 1 4

1

ｉ
ｌ
Ｉ
１

一一

5 三
コ

－一寸目 D■
一

’
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁八日市場支部・簡裁・検審
~一▲ 一■一 一一一 一一一ー D 一 ■－一一一一一テ ーー一一一一■ 厚 ､ .一〒甲 今亨凸一 ■ ･ ｰ一口 守 二一一
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－
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２
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岬
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Ｈ
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８
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(庶務・会計'第'順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務
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1 14 I
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; I民事訴訟に関する事務
l i民事調停に関する事務

↓ ｜督促手続に関する事務
I商事非訟に関する事務(一定の迅速処理が必要でない場合） ｜

橇|霧遍潅嘉撰禦も画｝
|位|刑事公判（勾留がざれていない事件）に関する事務
l i医療観察事件(鑑定入院命令‘決定がされていない事件)に関する事務’
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名：千葉地裁佐原支部,佐原簡裁
凸 ’■一 ヰーーマ一四＝万一1Fヨ ローー ■ 且■ .ユ
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文書の受付

保全に関する事務（特に緊急性の高いもの）
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‘ (別紙2）

部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 市川簡易裁判所
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 銚子簡易裁判所
－

発生時継続業務のうち一般継続業務

処理態勢（人）
業務内容

裁圭帽 書記官 事務官
保全に関する事務（特に緊急性の高いもの）

１
１
１
１
４

1 1
令状（身柄に関する裁判を含む。 ）に関する事務

。

上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

文書の受付に関する事務 1

裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務

発生時継続業務以外の業務

1
Ｂ
Ｆ
ｒ

－ 一ｰ＝一一一▲ マーー ア ー ■■屯

処理態勢（人）

I裁判官 書記官｜事務官’
’

業務内容 「

I

'－1保全に関する事務(上記以外のもの）
1第刑事公判（勾留がされている事件）に関する事務 ’ 1

|鱒菫鰯艤壹めに必要な範囲内…事務 '
’ 第1順位の裁判部の業務を継続するために必要な事務 ’
'－1趙昼臺務
， I民事訴訟に関する事務
｜ 潜促手続に関する事務

'第|民事調停に関する事務
|Zi執行に関する事務 i :
|順iその他の民事事件に関する事務

|位1刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事務 ！

|灘鯛壽鱸墓燕するために必要な事務I
i上記いずれにも該当応『穂霧.人事ざ蕊f;資料等の事務i－

I雪i
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|纒｜
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部署別一般継続業務及び処理態勢

部署名： 東金簡易裁判所
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|裁判部の一般継続業務を継続するために必要な事務
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